
【内容】 

 次の目的の場合に限り交付金の持越が可能となります。 

・次年度当初に交付金が交付されるまでの間の（概ね４～７月の間）の活動資金の確

保 

・税込 200 万円未満の工事を実施するための資金確保 

 

【注意点】 

○目的を持って計画的に行うもので、余った交付金を次年度に送るものではありませ
ん。 

○活動計画書に定められた活動を確実に実施することが前提です。 

○持越を行う場合は、持越資金計画申出書（以下、資金計画）を提出する必要があり

ます。 

○資金計画に記載した持越額に次の変更が生じた場合は、変更理由を記載した資金計

画の提出が必要です。 

①増額変更、②３割を超える減額変更 

○持越ができるのは、協定終了年度の前年度までです。令和４年度から令和８年度で

今期は終了ですが、次期協定の５年間も活動を継続することを条件とすること（各

組織の総会で『次期も取組む』と議決を得ておく必要がある）で、活動終了年度の

交付額の３割程度を上限として、次年度に持越すことができます。 

○持越額が当該年度の交付額の３割を超え、かつ、100 万円以上となる場合は資金計

画に「持越金の使用予定表」を添えて提出する必要があります。 

 

 

交付金の持越について 

＜参考＞ 


